
（学校職員に係る記述については　教職員給与厚生課

    に区分し、相模原市職員の構成が国家公務員と同一であると仮定のうえ、区分ごとに市職員と国家公

    務員の給料を比較して算出します。）

659

万円 万円 万円 万円

2,968,907 866,086 1,246,575 5,081,568

　 計  B

万円 万円 万円 万円

2,982,011 874,464 1,272,938 5,129,413

期末・勤勉手当

お問い合わせ　人事・給与課 ： 042-769-9236

歳出額

A  

21.9

（３）職員の給与の状況

      人件費とは、職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料、報酬等、職員が加入して
    いる共済組合に事業主として支払う負担金等を合計したものです。
                                                                            (普通会計決算)

　① 人件費の状況

住民基本
台帳人口

実質収支 人件費率

B  (B/A)  

令和４年度
令和5年1月1日 万円 万円 ％

719,118 人

％

万円

33,650,996

042-769-8279）

人件費

：

（学校職員に係る記述については　教職員給与厚生課 ： 042-851-3152）

1,598,928 7,370,920

令和３年度
令和4年1月1日 万円 万円

1人当たりの給与費

A　 (B/A)　

7,178,543人 22.6

給与費

給料

令和４年度
人

719,112

万円

31,752,816

職員数

職員手当

  （⑤については  教職員人事課

7,744

2,461,050

662

万円

　② 職員給与費の状況

　職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。
                                                                        (普通会計決算)

区分

※  職員手当には、退職手当を含みません。

　③ ラスパイレス指数の状況

令和３年度
人 万円

7,721

　ラスパイレス指数とは、国家公務員の俸給を１００として見た場合に、相模原市職員の給与水準
を示す指数です。ラスパイレス指数の推移は、次のとおりです。

※　ラスパイレス指数の算出方法：相模原市職員と国家公務員について、それぞれを学歴別・経験年数
　別に区分し、相模原市職員の構成が国家公務員と同一であると仮定のうえ、区分ごとに市職員と国家
　公務員の給料を比較して算出します。

区分

年度

区分

年度

区分

年度

区分

年度

区分

年度

区分

年度

区分

年度

区分

年度

99.5
99.3 99.3

99
98.8

98.5

99

99.5

100

100.5

101

101.5

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度
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　④ 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況　(令和５年４月１日現在)

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

　　ア 一般行政職

相模原市
歳 円 円

443,911

円

40 ． 373,0327 309,850

404,015

円 円 円

322,487

歳

―

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

5

平均給与月額

（国ベース）

42 ． 4

　　イ 技能労務職

区　分

355,743
円

相模原市
歳 円 円 円

52

2 286,942

円

306,688 374,277

― 329,178

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

国
歳 円

相模原市
歳 円

　　ウ 消防職

51 ．

円 円

38 317,894 425,963．1

平均給与月額

（国ベース）

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

386,428

歳 円 円 円

55 ．0
歳 円 円

496,220 872,820 775,260
円

53 ．5 511,570 ―

7

839,896

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

国

406,497相模原市
歳 円 円 円

38 ．

備考

１　平均給料月額は、職員に支給される基本給としての給料の合計額を職員数で除したものです。

２　平均給与月額は、給料と職員手当（扶養手当、地域手当等）の合計額を職員数で除したものです。

３　平均給与月額（国ベース）は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の
　手当が含まれていないことから、比較のために国家公務員と同じベースで合計した額を職員数で除し
　たものです。

340,568 411,850

　　エ 医療職

　　オ 教育職

区　分

相模原市

区　分

．

国
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335,188 円

(413,500)

　⑤ 職員の初任給の状況       (令和５年４月１日現在)

区分 相模原市 国

円

一般
行政職

大学卒 188,100
円 総合職 189,700 円

一般職 185,200 円

一般職 154,600

―
円

176,000 円 ―高校卒
消防職

大学卒 212,600

高校卒 157,000 円

技能
労務職

高校卒 148,800
円

253,600 円

円 ― 円

円

212,400

医療職 大学６卒 253,600 円

円 ― 円

　⑥ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　　　　　　　(令和５年４月１日現在)

区分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

教育職 大学卒

一般
行政職

大学卒
258,530 円 354,627 円

高校卒
210,050 円 294,650

380,288 円 394,857 円

(261,514) (356,007) (383,418) (395,000)
円 352,030 円 378,360 円

(219,225) (292,300) (339,750) (375,445)

(337,904) (340,200)
円

円

417,300 円404,910 円

346,350 円

高校卒
251,033 円 330,360

技能労務職
322,657

消防職

大学卒

(260,450) (319,338)

(275,223) (376,867) (405,544)

277,513 円 380,214

円 397,520 円

(245,667) (337,350) (379,270) (392,320)

円 376,780

教育職
309,797 円 389,324 円 402,607 円 423,260 円

(308,492) (381,316) (409,049) (427,573)

※  (    )内は、令和４年４月１日現在の状況です。
※　経験年数とは、採用前に民間企業勤務経験などがある場合にはその期間を換算し、採用後の年数に
　加算した年数をいいます。卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は採用後の年数をいい
　ます。ただし、技能労務職の経験年数については、採用後の年数としています。

267,050 円
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　⑦ 給料表の種類、級数、額等の概要

      職員の給料については、職務の内容に応じて区分される「給料表」と、職務の複雑さ、困難さ、
    責任の度合いにより区分される「級」と、給料表と級に応じて定められている「号給」ごとに決め
    られています。
　　※構成比（％）は、小数点第１位で表記しているため、合計が100％にならない場合があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和５年４月１日現在)

給料表
の種類 級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

行政職
給料表
(１)

標準的な
職名 主事 主事 主任 主査 副主幹 課長 参事 部長 局長

最高額
円 円 円 円 円 円 円 円 円

245,700 291,400 348,300 379,300 392,100 407,700 443,200 464,900 508,400

最低額
円 円 円 円 円 円 円 円 円

157,000 201,600 234,200 272,500 351,700 398,400 417,400 426,300 489,800

職員数
434 人 445 人 1,076 人 851 人 495 人 296 人 75 人 21 人 16 人

(0) (0) (166) (4) (1) (16) (1) (0) (0)

構成比
11.7 ％ 12.0 ％ 29.0 ％ 22.9 ％ 13.3 ％ 8.0 ％ 2.0 ％ 0.6 ％ 0.4 ％

(0) (0) (88.3) (2) (1) (8.5) (1) (0) (0)

給料表
の種類 級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

行政職
給料表
(２)

最高額
円 円 円 円 円

225,600 238,900 265,200 319,900 357,800

最低額
円 円 円 円 円

191,800 208,600 226,300 275,500 323,000

職員数
28 人 11 人 18 人 85 人 110 人

(0) (0) (0) (116) (0)

構成比
11.1 ％ 4.4 ％ 7.1 ％ 33.7 ％ 43.7 ％

(0) (0) (0) (100.0) (0)

給料表
の種類 級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

消防職

標準的な
職名 消防士 副主任 主任 主査 副主幹 課長 署長 部長

最高額
円 円 円 円 円 円 円

234,400 269,300 327,900 393,100 413,100 418,000 437,000 ＊

最低額
円 円 円 円 円 円 円

円

円

179,700 235,500 257,700 306,700 386,200 413,100 433,600 ＊

職員数
74 人 147 人 148 人 179 人 106 人 61 人 8 人 2 人

(2) (0) (31) (0) (0) (3) (0) (0)

構成比
10.2 ％ 20.3 ％ 20.4 ％ 24.7 ％ 14.6 ％ 8.4 ％ 1.1 ％ 0.3 ％

(5.6) (0) (86.1) (0) (0) (8.3) (0) (0)

給料表
の種類 級 １級 ２級 ３級 ４級

医療職

最高額
円 円 円 円

- 476,200 541,100 ＊

最低額
円 円 円 円

- 430,500 505,300 ＊

職員数
0 人 4 人 5 人 1 人

(0) (0) (0) (0)

構成比
0.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 10.0 ％

(0) (0) (0) (0)
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438,000 459,400

総括事務主査

(25)

５級

*

*

備考
１  標準的な職名とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

副校長 校長

標準的な
職名 事務主事 事務主事 主任事務主事 事務主査

学校
事務職

標準的な
職名 助教諭 教諭 総括教諭

最低額

職員数
1

給料表
の種類 級 １級 ２級 ３級

教育職
円

202,600*

*

５級

最高額
円 円 円 円 円

416,900 431,100

４級

円 円

人 81 人

438,700355,800 411,900

(0) (107) (0) (18)
91

円 円

人 2,207 人 363 人

構成比
0.0 ％ 80.5 ％ 13.2 ％ 3.3 ％ 3.0 ％

(0) (71.3) (0) (12.0) (16.7)

給料表
の種類 級 １級 ２級 ３級 ４級

最高額
円 円 円 円 円

244,900 241,300 315,900 376,500

最低額
円 円 円 円 円

173,500 205,100 237,000 323,800

職員数
18 人 26 人 40 人 11 人 8 人

(0) (0) (12) (0) (0)

構成比
17.5 ％ 25.2 ％ 38.8 ％ 10.7 ％ 7.8 ％

(0) (0) (100) (0) (0)

２  職員数は、給与条例に規定する給料表の級区分による職員数です。
３  (    )内は、再任用職員であり、外数です。
４  職員数が１人又は２人の階層及び、給料が特定できる階層は、個人情報保護の観点から

　⑧ 高齢層職員の昇給抑制制度の概要

　　*で表示しています。

      高齢層職員の昇給抑制制度とは民間企業等との均衡を図るため、一定年齢以上の職員について、
    昇給を抑制する制度です。

職種
対象職員

相模原市 国

一般行政職 55歳を超える職員 55歳を超える職員

技能労務職 57歳を超える職員 57歳を超える職員

消防職 55歳を超える職員 ―

医療職 57歳を超える職員 57歳を超える職員

教育職 55歳を超える職員 ―
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　⑨ 職員手当の状況

      職員には、次の手当が支給されます。

期末手当・勤勉手当：民間企業のボーナス等に相当する手当
退職手当：退職したときに支給される手当
地域手当：地域の民間賃金水準を基礎にして職員に支給される手当
特殊勤務手当：危険、困難、不健康な業務等に従事したときに支給される手当
時間外勤務手当：正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当
  その他、扶養手当、住居手当、通勤手当、休日勤務手当、管理職手当等があります。

区分 相模原市 国

期末・勤勉
手当

(    )内は、再
任用職員に係る
支給月数です。

令和４年度支給月数 令和４年度支給月数

区分 期末手当 勤勉手当 区分 期末手当 勤勉手当
月

計
月 月 月 月

2.40 (1.35) 2.00 (0.95) 2.40 (1.35) 2.00 (0.95)

職制上の段階、職務の
級等による加算措置 ・役職加算　5～20%

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

・役職加算　　5%～20%
・管理職加算　10%～25%

計
月 月 月

支給対象職員１人当た
りの平均支給年額
(令和４年度）

1,613,584円

退職手当

退職手当の１人
当たり平均支給
額は、前年度に
退職した全職種
に係る職員に支
給された平均額
です。

支給率 支給率

区分 自己都合 定年 区分 自己都合 勧奨・定年

勤続20年
月 月

勤続20年
月 月

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

勤続25年
月 月

勤続25年
月 月

28.0395 33.27075 28.0395

勤続35年
月 月

勤続35年 39.7575 47.709

33.27075
月

月 月
最高限度

月

39.7575 47.709
月 月

47.709 47.709 47.709 47.709

その他の
加算措置

定年前早期退
職特例措置

(2～20%加算)

その他の
加算措置

定年前早期退
職特例措置

(2～45%加算)

最高限度

１人当たりの
平均支給額

(令和４年度)

自己都合 定年

409万円 2,056万円

平均勤続年数
11.7年

平均勤続年数
34.8年

退職者数145人 退職者数152人

地域手当

区分 相模原市
国の基準

神奈川県内の市町村 近隣の地方公共団体

支給率 12%

横浜市、川崎市、厚木市 16.0% 特別区（東京都） 20.0%

鎌倉市、逗子市 15% 町田市 16.0%

相模原市、座間市、海老
名市、藤沢市

12% 八王子市 15.0%

支給対象職員
１人当たりの
平均支給年額

456,786

円 横須賀市、茅ケ崎市、大
和市、伊勢原市、平塚
市、小田原市

10%

秦野市、葉山町、三浦
市、綾瀬市、大磯町、二
宮町

6%
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月額8,000円を超えない
額

特殊勤務手
当

区分 全職種
職員全体に占める手当支給職
員の割合

23.0 ％

支給対象職員１人当たりの
平均支給年額

58,827 円

手当の種類(手当数) 21種類

代表的な手
当の名称

支給額の多い
手当

清掃業務従事手当（うち、ごみ収集等）、社会福祉業
務従事手当、部活動等における指導業務

多くの職員に支
給されている手
当

清掃業務従事手当、社会福祉業務従事手当、修学旅行
等における指導業務

時間外勤務
手当

令和４年度
支給総額 214,953 万円

職員１人当たりの平均支給年額 438,232 円

令和３年度
支給総額 209,977 万円

職員１人当たりの平均支給年額 422,403 円

区分 内容 相模原市 国

扶養手当
（令和4年4
月1日現在、
以下の表中
の手当につ
いて同じ）

配偶者 6,500 円

満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子
等の扶養親族

１人につき5,000円加算

6,500 円

子 10,000 円 10,000 円

その他の扶養親族 6,500 円 6,500 円

１人につき5,000円加算

住居手当 借家など居住形態により支給します。
支給
上限額

支給
上限額28,000

円
28,000

円

通勤手当 通勤距離が2㌔以上の職員に支給します。
支給
上限額

支給
上限額55,000

円
55,000

円

休日勤務
手当

国民の祝日等の休日に、正規の勤務時間として勤
務した職員に支給します。（代休とした時間を除
く）

1時間当たりの給与額×
135/100×正規の休日勤
務時間数

1時間当たりの給与額×
135/100×正規の休日勤
務時間数

夜間勤務
手当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5
時までの間に勤務した職員に支給します。

1時間当たりの給与額×
25/100×正規の夜間勤
務時間数

1時間当たりの給与額×
25/100×正規の夜間勤務
時間数

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員に対し支給し
ます。

支給
上限額

支給
上限額

106,200
円

130,300
円

小・中学校の教育職員に給料表の級号給に応
じた定額を支給。

管理職員特
別勤務手当

管理職手当の支給対象職員が週休日等又は平
日深夜に勤務した場合に支給します。

勤務1回につき15,000円
を超えない額

勤務１回につき18,000円
を超えない額

初任給調整
手当

医師、歯科医師に採用された職員で、採用の
日から35年以内の期間について支給します。
（国民健康保険診療所に勤務するものを除
く）

月額251,200円を超えな
い額

月額251,200円を超えな
い額

義務教育等
教員特別手
当
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市　長
（任期４年）

2,192万6,400円

副市長
（任期４年）

1,346万4,000円退職手当

 副市長 935,000
円

 副知事 1,160,000給料月額

1,450,000

　⑩ 特別職の報酬等の状況           　　　　　  　　　   (令和５年４月１日現在)

区分 相模原市 神奈川県
円

 市長 1,142,000
円

 知事

 教育長 804,000

 議長 1,200,000
円

円

 教育長 950,000

1,080,000

円

報酬月額

 議長 779,000
円

 議員 670,000
円

713,000
円

 副議長
円

970,000

月

12月期 1.650 月

６月期 1.625

 議員

知事
副知事
教育長

６月期 1.625 月

教育長
（任期３年）

578万8,800円

2.150 月

12月期 2.200

　⑪ 給与抑制措置の状況
なし

月

６月期

期末手当

令和４年度支給月数 令和４年度支給月数

議長
副議長
議員

市長
副市長
教育長

６月期 1.600 月

12月期 1.650 月

12月期 1.675 月

議長
副議長
議員

円

 副議長

円
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